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はじめに  

 

 日本のスポーツ界において不祥事が続く中、スポーツ団体は、中央競技団体を中心として、

スポーツの現代的価値であるインテグリティを実現し、スポーツ団体の自律、スポーツの普

及、振興、競技力の向上のために、コンプライアンス強化を図っていく必要があります。このよ

うな中で、コンプライアンス強化を目指す具体的指針として、このスポーツ界におけるコンプラ

イアンス強化ガイドラインは策定されました。このコンプライアンス強化ガイドラインを用いて、

各スポーツ団体においてコンプライアンス強化を実践することで、コンプライアンスが強化さ

れたスポーツ団体であることを対外的に示すことが可能になります。ぜひ、積極的にこのコン

プライアンス強化ガイドラインを活用いただき、コンプライアンスを強化した先進的なスポーツ

団体を目指していただきたいと思います。  

 

スポーツ競技団体のコンプライアンス強化委員会  

平成 30 年 3 月 8 日 
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